
受付期間受付期間

平成30年度市民税・県民税の申告が始まります平成30年度市民税・県民税の申告が始まります

2月15日(木)～3月15日(木)
　29年１月１日から12月31日までの１年間に生じたすべての所得について計算し、税金の額を確定します。
　申告書は市民税・県民税の課税資料のほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定資料として利用されます。申告がないと適正な保険料
の算定ができないだけでなく、市営住宅・児童手当・保育園などの手続きや、金融機関の融資など所得証明書等が必要な場合でも発行できなくなります。

問合先　市民税課  ☎(21)2266問合先　市民税課  ☎(21)2266

市民税・県民税申告相談受付日程
栃木地域

3月7日(水)･8日(木) 2月21日(水) 2月22日(木) 2月27日(火) 2月23日(金) 2月20日(火)

大平地域 藤岡地域 都賀地域 西方地域 岩舟地域

申告時間延長日
16時～18時30分

期  日
会場 ９時～11時30分 13時30分～16時 ９時～11時30分 13時30分～16時 ９時～11時30分 13時30分～16時 ９時～11時30分 13時30分～16時 ９時～11時30分 13時30分～16時 ９時～11時30分 13時30分～16時

栃木市全域

栃木市全域

栃木市全域

栃木市全域

仲町、新町、羽黒、城南、
筌場、高間、向高間
城山、南山、小出山、原、
篠山、下宮

榎本（旭）、伯仲（北、南、西）
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新（３）
新（４）
新（２）
新（１）、榎本（荒）
西水代（上１・瓜畑）
西水代（上３・下）

西野田（２）、西水代（上２）
西野田（１）、榎本（上・下）

富田（１・３・６・８）
富田（２・７）
富田（４・５）
富田日立、中央町（全）
下皆川（１・２）
西山田（１・２・３）
真弓（西・中・南）
土与、真弓（東）
川連、蔵井
横堀、牛久、上牛久
下高島、上高島、北武井

栃木市全域

上町、東原、内町、下町、
鹿島

　　　　※申告受付期間中の会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。混雑緩和のためにも申告書は自分で作成してきましょう。
　　　　※対象地域に(受付は15時まで)とある会場は、会場移動のためです。ご協力ください。
　　　　※申告会場開設のため市役所内市民税課窓口・各総合支所窓口では申告受付を行いませんのでご了承ください。
　　　　※市民税・県民税申告書は郵送でも提出ができます。必要事項を記入し、源泉徴収票や控除証明書等を同封して 〒328-8686
          (住所不要)栃木市役所市民税課 に送付ください。市民税・県民税申告書や手引きは市民税課窓口や市ホームページからダウン
　　　　　ロードしたものをご利用ください。

セルフメディケーション税制って
なあに？ 説明会
 セルフメディケーション税制（５ページ
参照）が始まりました。今までの控除と
どちらがおトクか考えてみませんか。確定
申告書の書き方もバッチリお教えします。
 ※栃木税務署職員がわかりやすく説明します

所得税還付申告相談会
　医療費控除の申告書を作成し提出できる
ほか、会場内のパソコンを利用して自分
で申告書を作成することができます。

※確定申告書控えに税務署の収受印が必要な
　方は、税務署会場で申告をしてください。
※１月17日(水)までに事前電話予約(21-2267)
　した方を優先します。(予約はなくとも可)

！
ポイント

年金の収入が400万円を超えますか？

年金以外に
収入があり
ますか？

年金の種類は
遺族年金や障害
年金のみですか？

年金以外の所得が
20万円を超えますか？

年金収入は148万円以下（30年1月1日
現在65歳未満は98万円以下）ですか？

医療費・社会保険料・扶養などの控除を追加しますか？

※所得税の還付申告
　をする方は、確定
　申告書の提出が
　必要です。

   年金
いいえ

いいえ いいえ いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい
はい はい

はい

はい
Ｃ Ｂ

Ａ

所得とは

収入とは　売り上げや雑収入・家賃地代など・給料・生命保険など
支払いを受けた一時金 など

所得控除とは　社会保険料控除・扶養控除・生命保険料控除や
医療費控除など所得から差し引かれる金額

収　 入 －＝ 収入から差し引かれる金額所得

収入から差し引かれる金額とは　収入のための必要経費、金額
に応じた給与所得控除、支払いを受けた一時金のための保険料や
掛け金など

1

いずれかに該当しますか？
１.給与収入2,000万円以上ですか？ → はい →
２.２か所以上で給与をもらっていますか？
　 （退職した勤務先分を現在の勤務先で年末調整
　 をしてもらった方は除く） → はい →
３.年末調整をしていません → はい →

給与以外の所得がありますか？
医療費・社会保険料などの
控除を追加しますか？

給与以外の所得が20万円を
超えますか？

源泉徴収票に記載のある源泉
徴収税額は０円ですか？

   給与（パート、アルバイトを含む）

はい

はい

はい はい

いいえ
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Ｃ

Ｄ

2

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

           と     以外（農業・営業・不動産など）

はい
Ｃ

Ｂ所得金額（収入ー経費）が
所得控除より大きいですか？

1 23

30年1月1日に住民登録してある市区
町村に、申告が必要か確認してください。

誰かの税法上の扶養となっていますか？

※　    であっても、30年6月以降に
　30年度(29年中)所得証明等が必要
　な方は、市民税・県民税の申告
　が必要です。

30年1月１日に栃木市に住民登録がありますか？

29年1月から12月までに収入がありましたか？

主な収入はなんですか？
・年金 →　　 へ
・給与（パートアルバイトを含む） →　　 へ
・年金・給与以外（農業、営業、不動産など） →　　 へ
　※譲渡・配当所得がある方は　　も確認ください。

はい いいえ

いいえはい はい →       へ     いいえ →       へＢＡ
Ａ1

2
3
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いいえ

尻内、梅沢、出流、
大久保、鍋山、星野
（２/１６受付は１５時まで）
惣社、柳原、大光寺、田村、
寄居、国府、大塚
（２/２０受付は１５時まで）

万、倭、旭、室、泉、昭和
城内１、河合、神田、本
城内２
日ノ出、湊、富士見、祝、小平
沼和田、境
片柳１・２・３
片柳４・５、平井
薗部１・２・３

箱森
大、平柳１　

大宮、平柳２・３、今泉、仲仕上、
藤田、久保田、宮田、高谷、樋ノ口
（２/２２受付は１５時まで）
皆川城内、岩出、泉川、柏倉、
小野口、志鳥、大皆川、新井
（２/２６受付は１５時まで）
吹上、木野地、野中、宮、大森、
仲方、細堀、川原田、千塚、梓
（２/２８受付は１５時まで）

下新田、宿
新名地、本郷、中妻中の内　
中新田
橋本
上新田、中荒井
鷲宮、桜本
栃木市全域
合戦場（１～２５０番地）
合戦場（２５１～６５０番地）
合戦場（６５１番地～）
平川（１～４００番地）
平川（４０１番地～）　
升塚
原宿、桜内、臼久保
木の東　
木の西、木の北　
大橋、深沢　
富張
栃木市全域
南嶺、十文字、仲坪　
宿坪、中郷、野上　

五十畑、中ノ島、鶴巻、和泉日立
和泉（１・２・３）
静和駅前１，古橋（北・南）
静和駅前（２・３）、林中原、赤羽根、学校前　
栃木市全域
赤塚、岸内、三ツ谷、鯉ケ島、芝宮　

五斗内、新区、鷲巣、山ノ腰（東・西）
馬宿東、馬宿西

栃木市全域

羽抜（新田・社口・本郷）、下津原新田上
下津原（宿・新田下・法花・中央１・中央）
下津原（原・手洗窪・上）、畳岡宿坪　
栃木市全域

新里荒屋敷、古江（１・２・３）
三谷（東・中・西）、下岡、上岡　
小名路、にしね、西耕地、石橋、上耕地　
中妻、田代、山中、羽田

根子屋、水木　
岡、男丸、小沼、小沼北
　
田谷、居林　
下宿北、下宿南　
和久井、金井北、原、神塚
弥八内、薬師堂、金井東
金井新田、西金井
古宿、峰、元中部
柴西、柴中、柴南
小倉山下、宿裏町
大沢田、中宿
木の宮西、木の宮東
栄町、金崎南、上組南
上組東、上組北

真上、向宿、反町
（受付１５：００まで）

水掛、いすゞ 、三八五、向、
曲新田、本郷、上サ

宿下（東・西・中・東六反）、
宿上（東・西）、茂呂本郷（東・西）

茂呂（新田・東坪・八郎士）、
中久保、御門、栄町

畳岡（本明・宮前）
新里（宿・北中妻）　

薗部４、入舟、柳橋、錦、
嘉右衛門

※あくまで目安で金額によってあてはまらない場合もあります。チャート結果
Ｃ
Ｄ

所得申告の必要はありません。
市民税・県民税の申告が必要です。
日程は下記をご覧ください。

Ａ
Ｂ

あなたの申告はどこでする？ フローチャート

   譲渡・配当4
いずれかに該当しますか？

･国・県・市などの
 収用の申告のみですか？ → はい →

･配当所得のみで､そのすべてを
 総合課税で申告しますか？ → はい →所得税の確定申告が必要な可能性があります。日程は下記をご覧ください。

栃木税務署申告会場である栃木商工会議所で申告です。左ページを
ご覧ください。

荒立、荒立北、向山、山合、
通山合、堤外、底谷

Ｄ

Ｃ

Ｃ

1月23日（火）･24日（水）

市役所本庁舎３階　正庁

公的年金受給者 給与所得者

10時～11時30分 13時30分～15時

期
日
場
所
時
間
対
象

2月1日（木）･2日（金）

市役所本庁舎４階　401会議室

9時～11時30分･13時30分～16時

期
日
場
所
時
間

対　
　
　

象

公的年金受給者で、年金から所得税が
源泉徴収されていて医療費控除を申告
する方　
給与所得者（29年中の勤務先1か所）で、
29年中に退職した方、または年末調整
済で医療費控除を申告する方　
5ページの「申告に必要なもの」をお持ち
ください。

スタート

いいえ
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